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＊該当疾患に○をお願いします。登園基準をご確認ください。 

○ 病名 登園基準 

 インフルエンザ 発症した後５日を経過し、解熱後３日を経過するまで 

 麻 疹 ( はしか ) 発疹に伴う発熱が解熱後３日 

 流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、全身状態が良

好になるまで 

 風 疹 発疹が消失するまで 

 水 痘 全発疹がかさぶたになるまで 

 咽 頭 結 膜 熱 

（プール熱） 

主要症状が消退した後２日まで 

 流行性角結膜炎 

（はやり目） 

医師において感染のおそれがないと認めるまで 

 突発性発疹 解熱後 1日以上経過し全身状態がよいこと 

 溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24～48時間を経過していること。ただし治療の継続は必要 

 手足口病 発熱がなく（解熱後 1日以上 経過し）普段の食事ができること 

流行阻止を狙っての当園停止はウィルスの排出期間も長く現実的でない 

 ヘルパンギーナ 発熱がなく（解熱後 1日以 上経過し）普段の食事ができること 

 伝染性紅斑 

 ( りんご病 ) 

発疹が出現した頃には、すでに感染力は消失しているので全身症状が良いこ

と 

 マイコプラズマ肺

炎 

発熱や激しい咳が治まっていること 

 感染性胃腸炎  

（流行性嘔吐下痢症） 

嘔吐、下痢等症状が治まり普段の食事ができること  

 伝染性膿痂疹 

( とびひ ) 

皮疹が乾燥しているか湿潤部位が被覆できる程度のものであること 

 R S ウィルス感

染症 

重篤な呼吸器症状が消失し全身状態がよいこと 

 その他 具体的にご記入ください： 

「学校保健安全法」、「感染症予防法」及び「保育所における感染対策症ガイドライン」より、抜粋 

 

医療機関名「              」において、令和  年  月  日に上記の診断を受けました。 

現在、病状が回復し全身状態が良好で集団生活に支障がなくなりましたので、令和  年  月  日より登園

します。 


